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町コミュニティバスに係る検討について

① コミュニティバス運賃の割引等について

② コミュニティバス運行形態の検討について

➂ コミュニティバス東ルートの運行事業者変更について
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①コミュニティバス運賃の割引等について（１） 精神障がい者及び介護人の追加

町コミュニティバスのご利用にあたり、以下の方には運賃の割引を適用しています。

※普通旅客運賃 大人１５０円、小児１００円

・乗継割引（別のコミュニティバスルートからの乗継ぎ） 運賃の１０割引

・児童福祉法の第12条、第41条から第44条に規定する

諸施設(※)により養護又は保護を受けている者及び付添人

・知的障がい者及び介護人 運賃の５０円引

・身体障がい者及び介護人

・精神障がい者

精神障がい者のみ、介護人の割引適用がない状況

※児童養護施設等
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①コミュニティバス運賃の割引等について（２） 精神障がい者及び介護人の追加

コミュニティバスの運賃割引は、国交省基準や地域の路線バスにおける運賃割引制度の

適用状況を鑑みて制度設計をしてきた経過があります。

令和７年４月１日～ 神奈川中央交通(株)

全路線（横浜市内・川崎市内で完結する路線を除く）において、

精神障がい者および介護人を運賃割引対象に追加

改正内容を鑑み、町コミュニティバスにおいても精神障がい者の方だけでなく、

その介護人の方を割引（運賃の５０円引）対象に加えることとして、今後運賃等協

議会にお諮りし、6～7月中に関東運輸局への運賃変更届を行い、7～8月に制度改定

できるよう、手続きを進めていきたいと考えています。
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①コミュニティバス運賃の割引等について（３） 精神障がい者及び介護人の追加

今後の想定スケジュール案

R7.8月R7.7月R7.6月末
R7.6月初旬
～中旬

R7.6月4日
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定
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地
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公
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手法 メリット デメリット

無料パスポート

・無料のため、高齢者の移動手段
を生涯保障できる

・施策のインパクトが強い

・収入減が大きい
・地域間の不公平感が強い
・パスポート作成等コスト
・他の公共交通機関との不均衡
・乗車過剰の懸念

有償パスポート
・パスポート制度かつ収入増に
つながり得る

・地域間の不公平感がやや強い
・パスポート作成等コスト

割引制度

一般運賃 150円
割引運賃 100円

・施策コストを最も抑えられる
・全ての高齢利用者に施策効果
が行き届く(無料ではないが
生涯安価な交通手段を保障可)

・制度対応・運用が最も容易

・地域間の不公平感が若干強まる
・割引証を作成する場合は、その
コスト

①コミュニティバス運賃の割引等について（４） 高齢者割引の追加

免許返納の増加傾向が強まる75歳以上
の高齢者を対象としたい
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①コミュニティバス運賃の割引等について（5） 高齢者割引の追加

前回会議にていただいたご指摘を踏まえ、運賃の引上げについては継続して

検討をすすめることとし、高齢者を対象とした割引を先行して実施したい。

R7年度中を目途に

75歳以上の方を対象とした割引（50円引）制度を導入したい。

対象者には割引証を発行することを考えている。

広く周知に取り組みながら、申請制による交付を検討。

町HP等による事前周知・意見募集を行い、

運賃等協議会へ付議を予定
7※割引証イメージ

対象者約7,500人 利用者数約20,000人（推定）
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①コミュニティバス運賃の割引等について（6） 高齢者割引の追加

今後の想定スケジュール案

R8.1月R7.10月末R7.10月
R7.9月
～10月R7.6月中
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①コミュニティバス運賃の割引等について（7） 高齢者割引の追加

今後の想定スケジュール案

実施時期 内容 関係機関等

R7.5月～9月
割引対象者、割引額、割引証（交付の有無や配
布方法）など概要の決定
スケジュールの共有

地域公共交通会議
町機関会議
町議会

R7.9月～月末 町HPおよびバス停掲示による割引改定案の周知
及び意見募集

R7.10月 運賃等協議会での協議
関東運輸局へ運賃変更の届出

運賃等協議会
関東運輸局神奈川支局
輸送担当

R7.11月 認可予定 関東運輸局神奈川支局
輸送担当

R7.11～12月末 町民・利用者の方へ割引制度の周知

R8.1月 割引制度改定



町コミュニティバスについて、便数の増加やルートの拡大、

支払のキャッシュレス化など利便性の向上に関するご意見を

いただいています。
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②コミュニティバス運行形態の検討について（１）



具体には・・

・運賃のキャッシュレス決済導入

・バスロケーションシステムの導入

・南ルートの運行手法見直し検討

・東ルートの車両小型化検討

・自動運転車両の研究・調査
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②コミュニティバス運行形態の検討について（２）

運行事業者との調整
経費・効果についての検討

適宜交通会議へ共有、意見をいただき
ながら進捗させていきたい

R7.4.4自動運転バス撮影会



③コミュニティバス東ルートの運行事業者変更について（１）

町コミュニティバス（東ルート）について、

前回会議で神奈中タクシー社への事業者変更の内容を確認いただきましたが、

資料中①でお示ししたとおり、割引制度の変更が見込まれるため、次回以降の

会議で改めて協議証明書（案）をお示ししながらお諮りいたします。

秋頃を目途に次回会議を開催し、来春に向けて関東運輸局へ提出準備を

進めたいと考えております。

また、運賃等協議会での協議等についても並行して進めてまいります。
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今後の想定スケジュール案

R8.4月～R7.12月末R7.秋R7.6月中
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③コミュニティバス東ルートの運行事業者変更について（2）

R7.9月
中旬


